
私
は
、
り
ず
む
第
三
号
に
「
片
輪
車
螺
鈿
蒔
絵
手
箱
の
流
転
」
と

題
し
て
、
一
文
を
載
せ
た
。
そ
れ
か
ら
一
年
の
間
に
、
新
し
い
資
料

二
つ
が
見
つ
か
っ
た
。
こ
こ
に
、
一
部
を
手
直
し
す
る
必
要
が
生

じ
、
重
複
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
改
め
て
続
編
と
し
て
公
開
し
た

い
。国

宝
「
片
輪
車
螺
鈿
蒔
絵
手
箱
」、
私
が
こ
の
平
安
期
の
手
箱
に

関
心
を
も
っ
た
の
は
、
三
十
年
以
上
の
昔
、
古
書
で
求
め
た
「
日
本

名
宝
物
語
」（
読
売
新
聞
社
、
昭
和
四
年
刊
）
を
読
ん
で
か
ら
で
あ

る
。
手
箱
の
流
転
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
の
末
に
、
法
隆
寺
の
財
政
が
逼
迫
し
、
こ
れ
を
見
か
ね

た
海
の
豪
商
銭
屋
五
兵
衛
が
、
多
額
の
寄
進
を
し
た
の
で
、
法
隆
寺

は
そ
れ
に
酬
い
る
た
め
、
こ
の
手
箱
を
五
兵
衛
に
贈
っ
た
。
一
説
に

は
五
兵
衛
が
買
い
取
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
五
兵
衛
は
加

賀
の
河
北
潟
の
干
拓
工
事
を
請
け
負
っ
た
が
、
こ
の
最
中
、
猛
烈
な

続
片
輪
車
蒔
絵
螺
鈿
手
箱
の
流
転

梁

瀬

健

片輪車螺鈿蒔絵手箱の流転
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流
行
病
が
発
生
し
た
。
そ
の
病
気
は
河
北
潟
の
魚
が
も
た
ら
し
た
も

の
で
、
五
兵
衛
が
魚
に
投
毒
し
た
と
い
う
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
、
さ
ら

に
密
貿
易
の
疑
い
か
ら
、
嘉
永
五
年
春
に
裁
判
と
な
っ
た
。
そ
う
し

け
っ
し
ょ

て
闕
所
の
判
決
が
下
っ
た
。
こ
の
時
没
収
さ
れ
た
家
産
の
中
に
、
こ

の
手
箱
も
あ
っ
た
。
五
兵
衛
は
、
嘉
永
五
年
十
一
月
に
八
十
二
歳
で

獄
死
し
た
。
手
箱
は
徳
川
家
か
ら
あ
る
大
名
へ
下
賜
さ
れ
た
が
、
そ

お
ぐ
ら
つ
ね
き
ち

の
大
名
の
末
が
、
大
正
十
二
年
に
家
政
整
理
を
し
た
時
、
小
倉
常
吉

に
二
十
六
万
円
（
現
在
の
二
十
億
円
以
上
）
で
渡
し
た
と
い
う
の
で

あ
る
。

私
は
、
こ
の
大
名
が
誰
な
の
か
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、

毎
日
新
聞
社
の
「
原
色
版
国
宝
」（
昭
和
五
十
一
年
刊
、
文
化
庁
監

修
）
に
雲
州
松
平
家
旧
蔵
と
出
て
い
る
の
が
わ
か
っ
た
。
雲
州
松
平

家
と
は
、
松
江
藩
の
松
平
で
あ
る
。
文
化
庁
監
修
と
い
う
こ
と
で
、

私
は
信
用
し
た
。
そ
れ
で
は
、
い
つ
ど
の
よ
う
な
理
由
で
徳
川
家
か

な
り
た
か

ら
松
江
藩
に
下
賜
さ
れ
た
の
か
。
松
江
藩
は
九
代
斉
貴
の
時
に
、
十

二
万
両
を
徳
川
幕
府
に
献
金
し
て
い
る
。
千
両
箱
百
二
十
箱
、
江
戸

時
代
末
の
一
両
は
、
現
代
の
お
よ
そ
十
万
円
に
相
当
す
る
の
で
、
千

両
箱
は
一
億
円
、
松
江
藩
は
幕
府
に
百
二
十
億
円
も
の
献
金
を
し
た

こ
と
に
な
る
。
お
返
し
を
二
割
と
す
れ
ば
、
手
箱
の
価
値
は
こ
れ
に

ほ
ぼ
等
し
い
。
私
は
こ
の
理
由
付
け
に
よ
っ
て
手
箱
は
幕
府
か
ら
松

江
藩
に
渡
っ
た
と
推
理
し
た
。
年
は
下
り
、
大
正
十
二
年
に
な
っ
て

こ
の
手
箱
を
松
平
伯
爵
家
が
売
り
立
て
に
出
し
た
時
、
石
油
王
小
倉

常
吉
が
二
十
六
万
円
と
い
う
非
常
な
高
嶺
で
落
札
し
、
世
間
を
驚
か

せ
た
の
で
あ
る
。
文
化
庁
に
は
、
手
箱
を
国
が
昭
和
二
十
七
年
に
購

入
し
た
と
い
う
こ
と
以
外
の
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
。
文
化
庁
か
ら

東
京
国
立
博
物
館
に
移
管
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
三
十
一
年
で
あ
る
。

小
倉
常
吉
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
常
吉
は
、
慶

ふ
か
や

応
元
年
、
武
蔵
国
深
谷
に
生
ま
れ
た
。
柴
崎
宗
十
郎
、
美
代
子
の
三

男
で
あ
る
。
十
二
歳
の
時
、
上
京
し
て
長
谷
部
油
店
に
丁
稚
奉
公
し

た
。
長
谷
部
油
店
は
、
江
戸
時
代
か
ら
代
々
喜
右
ヱ
門
を
称
し
、
油

小倉常吉
（撮影年月不明、50才代か）
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問
屋
と
し
て
一
流
の
老
舗
で
あ
っ
た
。
店
員
に
は
盆
暮
れ
以
外
の
休

日
は
な
く
、
夜
間
の
外
出
さ
え
禁
じ
て
い
た
が
、
十
六
歳
以
上
の
者

に
は
信
仰
の
時
間
と
し
て
、
朝
七
時
ま
で
は
自
由
が
許
さ
れ
た
。
常

吉
は
、
毎
朝
三
時
に
起
床
し
、
勉
学
に
励
ん
だ
。
十
八
歳
の
時
、
兵

役
を
免
れ
る
た
め
、
小
倉
伊
助
の
養
子
に
な
っ
て
い
る
。
二
十
二
歳

の
時
、
支
配
人
に
抜
擢
さ
れ
た
が
、
長
谷
場
商
店
が
店
を
閉
め
る
こ

と
に
な
っ
て
、
二
十
五
歳
で
独
立
し
、
小
倉
油
店
を
開
業
し
た
。
そ

う
し
て
、
植
物
油
か
ら
石
油
業
に
転
進
し
、
つ
い
に
石
油
王
と
言
わ

れ
る
ほ
ど
に
成
功
し
た
立
志
伝
中
の
人
物
で
あ
る
。
常
吉
に
は
二
人

の
養
子
が
あ
っ
た
。
相
続
人
房
蔵
は
男
爵
団
琢
磨
の
三
女
壽
美
子
を

迎
え
て
お
り
、
こ
れ
以
後
団
男
爵
の
影
響
も
あ
っ
て
、
常
吉
は
骨
董

の
名
品
ば
か
り
を
蒐
集
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
常
吉
は
、
昭
和
九
年

に
亡
く
な
り
、
小
倉
石
油
は
昭
和
十
六
年
に
日
本
石
油
と
合
併
し
、

小
倉
の
名
は
消
え
た
。「
日
本
名
宝
物
語
」
に
も
、「
小
倉
常
吉
伝
」

小倉房蔵

旧松平伊賀守御蔵品入札 荷主：松平子爵家（旧上田藩主）
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に
も
、
こ
の
手
箱
の
写
真
が
出
て
い
る
が
、
相
続
人
房
蔵
か
ら
国
へ

納
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

私
は
、
こ
こ
ま
で
の
経
過
を
奈
良
新
聞
の
コ
ラ
ム
に
「
片
輪
車
螺

鈿
蒔
絵
手
箱
」
と
し
て
執
筆
し
た
。
こ
れ
を
読
ん
だ
東
京
国
立
博
物

館
の
竹
内
奈
美
子
工
芸
室
長
が
、
文
化
庁
で
大
正
八
年
の
東
京
美
術

倶
楽
部
の
「
売
り
立
て
目
録
」
を
見
つ
け
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
は
、
松
平
伊
賀
守
御
蔵
品
入
札
と
し
て
、
手
箱
の
写
真
も
出
て
い

る
。
こ
の
松
平
と
は
信
州
上
田
の
松
平
子
爵
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
定

的
な
証
拠
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
河
田
貞
の
「
二
つ
の
片
輪
車
蒔
絵
螺
鈿
手
箱
」（
國
華

一
〇
九
八
号
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
流
水
に
乾
き
を
癒
や

す
御
所
車
の
雅
び
な
風
情
を
意
匠
化
し
た
東
京
国
立
博
物
館
の
二
合

の
片
輪
車
手
箱
は
、
一
つ
は
平
安
時
代
後
期
、
他
は
鎌
倉
時
代
前
期

の
制
作
に
比
定
さ
れ
、
い
ず
れ
も
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
前
者

は
淀
屋
辰
五
郎
愛
蔵
の
品
で
あ
っ
た
と
の
伝
承
を
伴
い
、
さ
ら
に
遡

れ
ば
身
底
裏
に
刻
さ
れ
た
法
隆
寺
比
丘
尼
の
銘
か
ら
も
、
古
く
に
は

法
隆
寺
の
什
物
で
あ
っ
た
可
能
性
を
多
分
に
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
一
方
後
者
は
雲
州
松
平
家
の
家
宝
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
古
く
か

ら
世
に
聞
こ
え
た
名
品
で
あ
っ
た
。
以
後
、
前
者
は
信
州
上
田
の
松

平
子
爵
家
か
ら
小
倉
常
吉
を
経
て
国
有
と
な
り
、
後
者
は
雲
州
松
平

家
の
直
系
直
亮
の
時
に
小
倉
武
一
の
所
蔵
に
移
り
、
さ
ら
に
前
者
同

様
東
京
国
立
博
物
館
の
保
管
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。」

つ
ま
り
、
問
題
の
手
箱
は
、
大
正
八
年
に
雲
州
松
平
家
で
は
な
く
、

上
田
松
平
家
か
ら
小
倉
常
吉
に
渡
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
六
角
紫
水
著
「
東
洋
漆
工
史
」
に
も
、
こ
の
手
箱
は
大
阪

の
淀
屋
辰
五
郎
（
岡
本
三
郎
右
衛
門
広
当
）
の
所
有
で
あ
っ
た
が
、

淀
屋
が
宝
永
二
年
に
闕
所
に
な
っ
た
時
、
大
坂
城
代
で
あ
っ
た
上
田

城
主
松
平
家
に
渡
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
淀
屋
に
は
、
骨
董
商
が
出

入
り
し
、
古
物
、
珍
器
、
名
画
、
墨
跡
を
集
め
て
い
た
と
い
う
記
録

が
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
読
売
新
聞
社
も
毎
日
新
聞
社
も
、
こ

の
二
つ
の
手
箱
を
取
り
違
え
た
と
思
わ
れ
る
。

私
が
持
っ
て
い
る
「
淀
屋
辰
五
郎
欠
所
之
内
家
宝
之
分
」
と
い
う

古
文
書
に
は
、
手
箱
の
記
録
は
な
い
。
そ
の
序
に
は
、
淀
屋
の
家
宝

は
、
宝
永
二
年
五
月
、
四
代
将
軍
綱
吉
の
時
、
大
老
松
平
美
濃
守
に

渡
っ
た
も
の
と
い
う
記
載
が
あ
る
。

こ
の
ほ
ど
新
し
い
二
つ
の
古
文
書
が
見
つ
か
っ
た
。
そ
の
一
つ

「
宮
下
弁
覚
文
書
」
に
は
、
手
箱
は
享
保
四
年
に
京
都
所
司
代
松
平

忠
周
（
上
田
松
平
第
三
代
）
が
落
札
に
よ
り
入
手
し
た
と
書
か
れ
て

い
る
。
そ
れ
も
淀
屋
で
は
な
く
、
京
都
の
深
江
庄
左
衛
門
が
闕
所
に

な
っ
た
時
の
道
具
で
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
そ
の
落
札
値
は
、
銀
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二
十
八
貫
七
百
九
十
匁
九
分
五
厘
と
詳
し
い
。
当
時
、
淀
屋
辰
五
郎

が
、
一
年
半
の
間
に
、
一
万
貫
を
遊
興
費
に
使
っ
た
と
し
て
闕
所
の

憂
き
目
に
あ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
一
万
貫
は
現
在
の
百
億
円
に
相
当

す
る
と
い
う
。
そ
う
な
る
と
、
銀
二
十
八
貫
余
は
お
よ
そ
三
千
万
円

で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
文
書
は
、「
翁
草
巻
十
」
で
、
原
文
に
は
次

ぎ
ん
ざ
と
し
よ
り

の
よ
う
に
あ
る
。「
享
保
の
は
じ
め
、
京
都
町
人
銀
座
年
寄
中
村
内

蔵
助
、
深
江
庄
左
衛
門
、
関
善
左
衛
門
、
中
村
四
郎
右
衛
門
事
、
奢

超
過
に
よ
っ
て
、
関
東
の
御
沙
汰
と
し
て
、
右
四
名
遠
島
」
つ
ま

り
、
贅
沢
が
過
ぎ
る
の
で
、
島
流
し
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ど
う
て
ん

皆
、こ
の
沙
汰
に
狼
狽
し
た
が
、中
に
も
深
江
庄
左
衛
門
の
妻
は
動
顚

し
て
自
殺
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
没
収
さ
れ
た
家
財
の
中
に
、
天

下
の
名
器
が
多
数
含
ま
れ
て
い
た
。
金
銀
は
意
外
に
少
な
く
、
四
人

合
計
で
十
万
両
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
銭
屋
五
兵
衛
と
い
い
、
淀

屋
辰
五
郎
と
い
い
、
深
江
庄
左
衛
門
と
い
い
、
金
持
ち
を
闕
所
に
す

る
こ
と
で
、
幕
府
や
大
名
の
借
金
を
棒
引
き
に
す
る
演
出
な
の
で
あ

ろ
う
か
。

時
系
列
で
ま
と
め
て
み
る
と
、
深
江
庄
左
衛
門
の
闕
所
が
享
保
四

年
、
銭
谷
五
兵
衛
の
闕
所
が
嘉
永
五
年
で
あ
る
か
ら
、
法
隆
寺
か
ら

五
兵
衛
に
手
箱
が
渡
っ
た
と
い
う
の
は
矛
盾
が
あ
る
。
五
兵
衛
が
関

わ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
一
つ
の
鎌
倉
期
の
手
箱
か
も
し
れ

な
い
。
法
隆
寺
か
ら
五
兵
衛
に
渡
っ
た
と
い
う
話
は
、
読
売
新
聞
社

の
「
日
本
名
宝
物
語
」
だ
け
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
単
な
る
歴
史
的

逸
話
で
あ
ろ
う
。

私
な
り
の
総
合
判
断
と
し
て
、
①
法
隆
寺
、
②
深
江
庄
左
衛
門
、

③
上
田
松
平
家
（
第
三
代
忠
周
）、
④
小
倉
常
吉
、
⑤
東
京
国
立
博

物
館
と
い
う
流
れ
に
な
る
。
①
と
②
の
間
に
は
何
人
か
の
介
在
が
あ

る
は
ず
で
あ
る
。

な
お
、
小
倉
常
吉
が
落
札
し
た
金
額
は
、
二
十
四
万
九
千
百
円
で

あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
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